
個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 （ 令 和 四 年 東 京 都 条 例 第 百 三 十 号 ） 新 旧 対 照 表 （ 抄 ）  

改    正    案  現        行  

（ 趣 旨 ) 

第 一 条  こ の 条 例 は 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 五 十 七

号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る と と も に 、 東 京 都

（ 以 下 「 都 」 と い う 。 ） と し て 基 本 的 人 権 の 尊 重 の 立 場 か ら 個 人 の 権 利 利 益 を

保 護 す る た め に 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 用 語 の 意 義 ）  

第 二 条  要 配 慮 個 人 情 報 は 、 法 の 定 義 に 次 の 各 号 を 加 え る 。  

一 国 籍  

二  東 京 都 オ リ ン ピ ッ ク 憲 章 に う た わ れ る 人 権 尊 重 の 理 念 の 実 現 を 目 指 す 条 例

（ 平 成 三 十 年 東 京 都 条 例 第 九 十 三 号 ） 第 三 条 の 二 各 号 に 掲 げ る も の  

三  東 京 都 犯 罪 被 害 者 等 支 援 条 例 （ 令 和 二 年 東 京 都 条 例 第 十 七 号 ） 第 二 条 第 二

号 に 掲 げ る も の  

四  配 偶 者 か ら の 暴 力 の 防 止 及 び 被 害 者 の 保 護 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 三 年 法

律 第 三 十 一 号 ） 第 一 条 各 項 に 規 定 す る も の  

２  前 項 に 掲 げ る 用 語 を 除 き 、 こ の 条 例 で 使 用 す る 用 語 の 意 義 は 、 法 で 使 用 す る

用 語 の 例 に よ る 。  

（ 都 の 機 関 等 の 責 務 ）  

第 三 条  都 の 機 関 等 （ 都 の 機 関 （ 議 会 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 都 が 設 立 し た 地

方 独 立 行 政 法 人 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） は 、 個 人 情 報 を 収 集 し 、 管 理 し 、 又 は 利

用 し 、 若 し く は 提 供 す る に 当 た っ て は 、 都 民 の 基 本 的 人 権 を 尊 重 す る と と も

に 、 個 人 情 報 の 保 護 を 図 る た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

２  都 の 機 関 等 は 、 法 第 六 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 措 置 を 講 ず る た め 、 東 京

都 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 必 要 な 基 準 を 定 め な け れ ば な ら な い 。  

３  都 の 機 関 等 は 、 都 の 機 関 等 及 び 事 業 者 の 行 う 個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 苦 情

( 趣 旨)  

第 一 条  こ の 条 例 は 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 五 十 七

号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 

 

（ 用 語 の 意 義 ）  

第 二 条  こ の 条 例 で 使 用 す る 用 語 の 意 義 は 、 法 で 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新 設 ）  

 

 

 

（ 新 設 ）  

 

（ 新 設 ）  



が あ っ た と き は 、 適 切 か つ 迅 速 な 処 理 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  
（ 情 報 の 管 理 の 報 告 等 ）  

第 四 条  都 の 機 関 等 は 、 提 供 し た 要 配 慮 個 人 情 報 を 含 む 保 有 個 人 情 報 及 び 匿 名 加

工 情 報 の 管 理 に つ い て 、 当 該 情 報 の 提 供 先 に 対 し 、 報 告 を 求 め る こ と が で き

る 。  

２  都 の 機 関 等 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 報 告 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 公 表 す る

こ と が で き る 。  

（ 登 録 簿 ）  

第 五 条  都 の 機 関 等 は 、 保 有 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 事 務 に つ い て 、 次 に 掲 げ る 事 項

を 記 載 し た 帳 簿 （ 以 下 「 登 録 簿 」 と い う 。 ） を 備 え 付 け な け れ ば な ら な い 。  

  

 

一 か ら 六 ま で  （ 現 行 の と お り ）   

２ 及 び ３  （ 現 行 の と お り ）  

第 六 条  （ 現 行 の と お り ）  

第 七 条  （ 現 行 の と お り ）  

（ 開 示 決 定 等 の 期 限) 

第 八 条  都 の 機 関 等 は 、 開 示 請 求 が あ っ た 日 か ら 十 四 日 以 内 に 、 開 示 請 求 者 に 対

し て 、 開 示 決 定 等 を し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 法 第 七 十 七 条 第 三 項 の 規 定

に よ り 補 正 を 求 め た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 補 正 に 要 し た 日 数 は 、 当 該 期 間 に 算

入 し な い 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 都 の 機 関 等 は 、 事 務 処 理 上 の 困 難 そ の 他 正 当 な 理

由 が あ る と き は 、 同 項 に 規 定 す る 期 間 を 三 十 日 以 内 に 限 り 延 長 す る こ と が で き

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 都 の 機 関 等 は 、 開 示 請 求 者 に 対 し 、 遅 滞 な く 、 延 長 後

の 期 間 及 び 延 長 の 理 由 を 書 面 に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 開 示 決 定 等 の 期 限 の 特 例 ）  

第 九 条  開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 が 著 し く 大 量 で あ る た め 、 開 示 請 求 が あ っ

 

 

（ 新 設 ）  

 

 

（ 新 設 ）  

 

（ 登 録 簿 ）  

第 三 条  東 京 都 （ 以 下 「 都 」 と い う 。 ） の 機 関 等 （ 都 の 機 関 （ 議 会 を 除 く 。 以 下

同 じ 。 ） 及 び 都 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法 人 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） は 、 保 有 個

人 情 報 を 取 り 扱 う 事 務 に つ い て 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 帳 簿 （ 以 下 「 登 録

簿 」 と い う 。 ） を 備 え 付 け な け れ ば な ら な い 。  

 一 か ら 六 ま で  （ 略 ）  

２ 及 び ３  （ 略 ）  

第 四 条  （ 略 ）  

第 五 条  （ 略 ）  

 

（ 新 設 ）  

 

 

 

（ 新 設 ）  

 

 

 

 

（ 新 設 ）  



た 日 か ら 四 十 四 日 （ 法 第 七 十 七 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 補 正 を 求 め た 場 合 に あ っ

て は 、 当 該 補 正 に 要 し た 日 数 を 除 く 。 ） 以 内 に そ の 全 て に つ い て 開 示 決 定 等 を

す る こ と に よ り 事 務 の 遂 行 に 著 し い 支 障 が 生 ず る お そ れ が あ る 場 合 に は 、 前 条

の 規 定 に か か わ ら ず 、 都 の 機 関 等 は 、 開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の う ち の 相

当 の 部 分 に つ き 当 該 期 間 内 に 開 示 決 定 等 を し 、 残 り の 保 有 個 人 情 報 に つ い て は

相 当 の 期 間 内 に 開 示 決 定 等 を す れ ば 足 り る 。 こ の 場 合 に お い て 、 都 の 機 関 等

は 、 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 、 開 示 請 求 者 に 対 し 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 書

面 に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

一 こ の 条 の 規 定 を 適 用 す る 旨 及 び そ の 理 由  

二 残 り の 保 有 個 人 情 報 に つ い て 開 示 決 定 等 を す る 期 限  

第 十 条  （ 現 行 の と お り ）  

（ 訂 正 請 求 権 及 び 訂 正 請 求 の 手 続 ）  

第 十 一 条  訂 正 請 求 は 、 法 第 九 十 条 第 一 項 本 文 及 び 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、

当 該 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 （ 法 第 六 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 保 有 個 人 情 報 を い

う 。 ） に つ い て 、 開 示 を 受 け た 日 か ら 九 十 日 を 超 え た 場 合 又 は 開 示 を 受 け て い

な い 場 合 で あ っ て も 、 す る こ と が で き る 。  

２  法 第 九 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 訂 正 請 求 書 に は 、 訂 正 請 求 に 係 る

保 有 個 人 情 報 の 開 示 を 受 け た 日 の 記 載 を 要 し な い 。  

３  法 第 八 十 一 条 の 規 定 は 、 都 の 機 関 等 に 対 す る 訂 正 請 求 の 手 続 に つ い て 準 用 す

る 。  

（ 利 用 停 止 請 求 権 及 び 利 用 停 止 請 求 の 手 続 ）  

第 十 二 条  利 用 停 止 請 求 は 、 法 第 九 十 八 条 第 一 項 本 文 及 び 第 三 項 の 規 定 に か か わ

ら ず 、 当 該 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 （ 法 第 六 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 保 有 個 人 情

報 を い う 。 ） に つ い て 、 開 示 を 受 け た 日 か ら 九 十 日 を 超 え た 場 合 又 は 開 示 を 受

け て い な い 場 合 で あ っ て も 、 す る こ と が で き る 。  

２  法 第 九 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 利 用 停 止 請 求 書 に は 、 利 用 停 止 請

求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 開 示 を 受 け た 日 の 記 載 を 要 し な い 。  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

第 六 条  （ 略 ）  

 

（ 新 設 ）  

 

 

 

（ 新 設 ）  

 

（ 新 設 ）  

 

 

（ 新 設 ）  

 

 

 

（ 新 設 ）  

 



３  法 第 八 十 一 条 の 規 定 は 、 都 の 機 関 等 に 対 す る 利 用 停 止 請 求 の 手 続 に つ い て 準

用 す る 。  

第 十 三 条  （ 現 行 の と お り ）  

（ 審 議 会 へ の 諮 問 等 ）  

第 十 四 条  都 の 機 関 は 、 法 第 三 章 第 三 節 の 施 策 を 講 ず る 場 合 そ の 他 次 の 各 号 の い

ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て 、 個 人 情 報 の 適 正 な 取 扱 い を 確 保 す る た め 専 門

的 な 知 見 に 基 づ く 意 見 を 聴 く こ と が 特 に 必 要 で あ る と 認 め る と き は 、 情 報 公 開

条 例 第 三 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 東 京 都 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 議 会 （ 以 下

「 審 議 会 」 と い う 。 ） に 諮 問 す る こ と が で き る 。  

一 及 び 二  （ 現 行 の と お り ）  

三  都 の 機 関 に お け る 個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 運 用 上 の 細 則 を 定 め よ う と す

る 場 合  

四 個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 苦 情 の 処 理 に 当 た り 必 要 な 措 置 を 講 ず る 場 合  

五  前 四 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 個 人 情 報 の 取 扱 い に 当 た り 、 都 民 の 基 本 的 人

権 を 尊 重 し 、 個 人 情 報 の 保 護 を 図 る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る 場 合  

２  都 の 機 関 等 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て 、 審 議 会 に 報 告

す る も の と す る 。  

一  要 配 慮 個 人 情 報 を 含 む 保 有 個 人 情 報 及 び 匿 名 加 工 情 報 の 取 扱 い に 関 し 、 法

第 六 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 講 ず る 措 置 そ の 他 個 人 情 報 保 護 に 関 す る 取  

組 を 行 っ た 場 合  

二 法 第 六 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 個 人 情 報 保 護 委 員 会 に 報 告 し た 場 合  

（ 実 施 状 況 の 公 表 ）  

第 十 五 条  知 事 は 、 毎 年 一 回 都 の 機 関 等 に よ る 保 有 個 人 情 報 の 管 理 等 の 状 況 を 取

り ま と め 、 公 表 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 国 等 へ の 要 請 ）  

第 十 六 条  知 事 は 、 個 人 情 報 の 保 護 を 図 る た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 国 、

個 人 情 報 保 護 委 員 会 、 他 の 地 方 公 共 団 体 等 に 対 し 、 適 切 な 措 置 を 講 ず る よ う 要

（ 新 設 ）  

 

第 七 条  （ 略 ）  

（ 審 議 会 へ の 諮 問 ）  

第 八 条  都 の 機 関 は 、 法 第 三 章 第 三 節 の 施 策 を 講 ず る 場 合 そ の 他 次 の 各 号 の い ず

れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て 、 個 人 情 報 の 適 正 な 取 扱 い を 確 保 す る た め 専 門 的

な 知 見 に 基 づ く 意 見 を 聴 く こ と が 特 に 必 要 で あ る と 認 め る と き は 、 情 報 公 開 条

例 第 三 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 東 京 都 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 議 会 に 諮 問 す

る こ と が で き る 。  

一 及 び 二  （ 略 ）  

三  前 二 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 都 の 機 関 に お け る 個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る

運 用 上 の 細 則 を 定 め よ う と す る 場 合  

  

  

 

（ 新 設 ）  

 

 

 

 

 

 
（ 新 設 ）  

 

 

（ 新 設 ）  

 



請 す る も の と す る 。  
第 十 七 条  （ 現 行 の と お り ）  

附 則   

（ 施 行 期 日 ）  

１ こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 東 京 都 情 報 公 開 条 例 の 一 部 改 正 ）  

２  東 京 都 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 十 一 年 東 京 都 条 例 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。  

  第 三 十 九 条 第 二 項 中 「 第 八 条 」 を 「 第 十 四 条 第 一 項 」 に 改 め る 。  

 

第 九 条  （ 略 ）   

 

 

 


